
広
島
県
告
示
第
九
百
四
十
一
号 

 
特
別
処
理
か
き
表
示
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
三
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

 
 
 

特
別
処
理
か
き
表
示
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

特
別
処
理
か
き
表
示
要
綱
（
昭
和
三
十
五
年
広
島
県
告
示
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
三
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
ほ
か
、
登
録
者
は
、
そ
の
処
理
し
た
特
別
処
理
か
き
に
、
食
品
衛
生
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
表
示
の
基
準
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
三
年
内
閣
府
令
第
四
十
五
号
）
第

一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


